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木
村
常
陸
介
（
重
茲
）
と
そ
の
伝
説

奥　

田　
　
　

尚

は
じ
め
に

　

木
村
常
陸
介
（
重し

げ

茲こ
れ

）
は
、
関
白
豊
臣
秀
次
の
重
臣
と
見
な
さ

れ
、
秀
吉
に
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
。
豊
臣
秀
次
は
、

天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
一
二
月
二
八
日
に
関
白
に
任
ぜ
ら
れ

（『
公
卿
補
任
』）、
そ
の
直
前
に
秀
吉
は
関
白
を
辞
任
し
、「
前
関

白
」
つ
ま
り
「
太
閤
」
と
な
っ
た
。
秀
次
の
実
父
は
三
好
吉
房
で

あ
る
が
、
こ
の
吉
房
の
三
好
姓
は
、
秀
次
が
三
好
康
長
（
笑
岩
）

の
養
子
と
な
っ
て
、
獲
得
し
た
姓
で
あ
る
。
吉
房
は
三
好
姓
を
名

乗
る
前
は
、
木
下
姓
で
あ
り
、
こ
の
木
下
姓
は
秀
吉
が
名
乗
っ
た

も
の
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
秀
吉
が
木
下
姓
を
名

乗
っ
た
由
緒
は
不
明
で
あ
り
、
吉
房
は
秀
吉
と
同
じ
く
無
姓
の
最

下
層
民
で
あ
っ
た
。
吉
房
は
、
秀
吉
の
姉
と
結
婚
し
、
秀
吉
が
木

下
姓
と
な
る
と
と
も
に
、
木
下
姓
を
名
乗
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

秀
次
の
母
は
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
秀
吉
の
姉
で
あ
る
。
秀
吉

の
誕
生
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
史
料
を
相
互
に
参
照
し
て

み
て
も
、
そ
の
実
態
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
本
年
報
五

号
の
拙
稿
「
秀
吉
の
生
誕
と
幼
少
期
の
追
検
証
」）。
秀
吉
の
よ
う

に
当
時
注
目
を
集
め
た
人
物
で
さ
え
、
そ
の
誕
生
事
情
が
不
明
で

あ
り
、
秀
吉
の
姉
を
ふ
く
め
て
こ
の
時
代
前
後
の
人
物
に
つ
い
て

は
、
足
利
家
と
か
土
岐
家
と
か
と
い
っ
た
伝
統
的
な
氏
族
の
ご
く

一
部
を
除
け
ば
、
そ
の
出
自
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
戦
国
時
代
と

い
う
百
年
以
上
も
続
い
た
大
混
乱
は
、
社
会
各
層
の
激
し
い
興
亡

の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
が
よ
う
や
く
統
一
に
向
か
う
の
が
秀
吉
の

時
代
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
人
物
の
出
自
を
云
々
す
る
こ

と
自
体
が
、
当
該
時
代
で
は
無
意
味
で
、
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
を
知

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
社
会
各
層
の
興
亡
の
激
し
か
っ
た
平
氏
政
権
期
で

も
、
同
じ
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。『
保
元
物
語
』
に
源
義
朝
の

嫡
子
と
い
う
義
平
は
、
母
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
「
橋
本
遊
女
」
で

あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
橋
本
」
は
京
都
と
大
阪
の
境
界
の
淀

川
沿
い
の
地
名
で
、
こ
こ
に
は
多
く
の
遊
女
が
い
た
。
義
朝
六
男

の
範
頼
の
母
も
、『
同
』
に
は
、「
遠
江
国
池
田
宿
遊
女
」
と
あ
り
、

九
男
義
経
の
母
は
同
史
料
に
、
七
男
全
正
・
八
男
円
成
と
同
じ
く



─ 34 ─

「
九
条
院
雑
仕
常
盤
」
と
あ
る
。
雑
仕
は
低
い
身
分
の
雑
用
係
で

あ
り
、
特
段
の
血
統
や
身
分
を
要
せ
ず
、『
平
治
物
語
』
の
記
述

か
ら
考
え
れ
ば
、
清
水
寺
に
属
し
た
芸
能
集
団
の
出
身
と
も
考
え

ら
れ
、
広
い
意
味
で
は
一
種
の
「
遊
女
」
で
あ
る
。

　

社
会
各
層
の
大
混
乱
の
中
に
あ
っ
て
、
既
成
の
特
権
的
階
層
に

属
し
な
が
ら
没
落
す
る
、
芸
能
の
才
能
を
持
つ
女
性
は
、
新
た
に

勃
興
す
る
階
層
を
対
象
に
、
芸
能
と
性
を
売
り
な
が
ら
生
活
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
戦
国
期
の
大
混
乱
は
、
平
氏
政
権
か
ら
鎌
倉

初
期
の
社
会
的
混
乱
以
上
の
混
乱
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
遊

芸
・
売
春
集
団
は
、
特
権
階
級
の
没
落
を
想
定
し
な
く
と
も
、
社

会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
に
新
た
に
誕
生
・
発
展
し
た
と
考
え
て
よ
い
。

秀
吉
の
母
親
も
ま
た
、
こ
う
し
た
集
団
の
一
員
と
想
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
個
人
が
属
す
る
共
同
体
の
動
揺
が
社
会
的
大
激
動
の

根
本
的
な
要
因
だ
か
ら
、
動
揺
す
る
共
同
体
か
ら
離
脱
あ
る
い
は

弾
き
飛
ば
さ
れ
る
個
人
が
多
数
出
現
し
、
彼
ら
が
い
か
な
る
手
段

で
か
生
命
を
維
持
せ
ざ
る
を
得
な
け
れ
ば
、
芸
能
を
手
段
と
し
て

性
を
売
る
、
あ
る
い
は
性
を
売
る
手
段
と
し
て
芸
能
を
身
に
つ
け

る
こ
と
は
、
社
会
に
広
く
存
在
し
た
。

　

男
の
場
合
に
は
、
生
活
維
持
手
段
は
、
農
作
業
の
手
伝
い
を
す

る
こ
と
、
足
軽
に
な
る
こ
と
、
物
売
り
に
な
る
こ
と
、
乞
食
を
す

る
こ
と
、
強
盗
に
な
る
こ
と
、
性
を
売
る
こ
と
等
々
で
あ
る
が
、

秀
吉
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
満
た
し
て
い
る
。
軍

記
を
含
め
て
史
書
類
は
、
そ
う
し
た
共
同
体
か
ら
外
れ
た
個
人
の

中
で
の
成
功
者
も
し
く
は
特
異
者
を
描
く
か
ら
、
共
同
体
を
外
れ

る
ま
で
経
歴
は
記
さ
れ
な
い
か
、
記
さ
れ
た
場
合
に
も
は
じ
め
か

ら
虚
偽
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
虚
偽
を
含
み
に
く
い
一
次
史

料
を
主
と
し
た
木
村
常
陸
介
（
重
茲
）
の
姿
を
見
、
次
い
で
虚
偽

を
多
く
含
む
軍
記
類
の
な
か
で
の
、
彼
を
め
ぐ
る
伝
説
の
あ
り
方
、

つ
ま
り
伝
説
の
位
相
を
見
よ
う
と
す
る
の
が
小
稿
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。
な
お
、
本
稿
に
引
用
し
た
史
料
類
は
、
で
き
る
限
り
原
文
に

近
い
形
に
し
た
も
の
の
、
漢
字
表
記
や
仮
名
表
記
、
送
り
仮
名
な

ど
は
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
一
部
を
改
め
た
り
変
更
し
た
り
し

た
場
合
が
あ
り
、
必
ず
し
も
原
文
の
ま
ま
で
は
な
い
。

一　

木
村
常
陸
介
（
重
茲
）
の
一
般
的
な
姿

　

木
村
常
陸
介
（
重
茲
）
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、

そ
れ
を
『
国
史
大
辞
典
』
な
ら
び
に
『
戦
国
人
名
辞
典
』
か
ら
見

て
お
き
た
い
。

　

木
村
重
茲
に
つ
い
て
は
、『
国
史
大
辞
典
』（
一
九
八
四
年
一

月
・
吉
川
弘
文
館
）
に
高
木
昭
作
の
執
筆
で
、
次
の
よ
う
に
み
る

（
Ａ
）。
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木
村
常
陸
介　

き
む
ら
ひ
た
ち
の
す
け　

？
─
一
五
九
五　

安
土
桃
山
時
代
の
武
将
。
諱
は
重
茲
、
定
光
（『
寛
政
重
修

諸
家
譜
』
庄
田
安
信
譜
）、
重
高
（『
古
今
類
聚
越
前
国
誌
』）

な
ど
諸
説
あ
る
が
、
ど
れ
も
確
認
で
き
な
い
。
文
書
の
署
名

か
ら
は
上
の
一
字
が
「
一
」
と
読
め
る
だ
け
で
あ
る
。
近
江

の
木
村
氏
に
出
自
し
隼
人
正
定
重
の
子
（
あ
る
い
は
同
一

人
）
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
確
認
で
き
な
い
。『
福

井
県
史
』
や
前
記
『
越
前
国
誌
』
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
一
年

（
一
五
八
三
）、
若
狭
三
方
郡
を
領
し
て
佐
柿
国
吉
城
に
住

し
、
同
十
三
年
、
越
前
府
中
（
福
井
県
武
生
市
）
に
移
る
。

文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）、
再
度
佐
柿
に
移
っ
た
の
ち
、
某

年
山
城
淀
で
十
八
万
石
を
領
し
た
と
い
わ
れ
る
。
府
中
に
住

し
た
点
は
、
の
ち
五
月
（
天
正
十
五
年
）
付
の
文
書
（『
岡

本
村
史
』
所
載
『
三
田
村
文
書
』）
で
確
認
で
き
る
。
ま
た
、

こ
の
年
の
九
州
征
伐
の
陣
立
書
の
軍
役
人
数
か
ら
す
れ
ば
、

そ
の
所
領
は
七
～
十
万
石
程
度
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。『
伊

達
家
文
書
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
天
正
十
八
年
、
小
田
原
征
伐

に
参
加
し
た
の
ち
、
出
羽
の
検
地
を
行
い
、
仙
北
一
揆
を
平

定
し
た
。
文
禄
元
年
朝
鮮
に
渡
海
。
こ
の
前
年
の
こ
ろ
か
ら

豊
臣
秀
吉
と
秀
次
の
間
の
取
次
を
勤
め
て
い
た
ら
し
く
、
渡

海
中
の
留
守
屋
敷
は
聚
楽
に
あ
っ
た
。
同
四
年
七
月
十
五
日
、

秀
次
に
連
座
し
て
山
城
山
崎
近
辺
の
大
門
寺
（
大
阪
府
茨
木

市
）
で
自
殺
し
た
。
墓
は
同
寺
に
あ
る
。

　

ま
た
、
高
柳
光
寿
・
松
平
年
一
の
『
戦
国
人
名
辞
典
』（
一
九

七
三
年
七
月
・
吉
川
弘
文
館
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
（
Ｂ
）。

木
村
常
陸
介　

〈
き
む
ら
ひ
た
ち
の
す
け
〉（
？
～
一
五
九

五
）（
隼
人
正
）
定
重
の
子
、
名
は
普
通
に
重
茲
、
定
光
、

重
高
な
ど
と
あ
る
が
、
本
当
の
こ
と
は
不
明
。
古
文
書
に
あ

る
署
名
は
い
ず
れ
も
読
み
難
い
。
隼
人
正
の
子
な
の
で
小
隼

人
と
よ
ば
れ
た
。
天
正
十
一
年
相
続
か
。
賤
ケ
岳
の
役
で
は

近
江
堂
木
山
砦
の
守
備
大
将
（
武
家
事
紀
）。
十
二
年
四
月

小
牧
に
従
軍
（
浅
野
家
文
書
）。
十
三
年
越
前
府
中
城
十
二

万
石
を
与
え
ら
る
（
古
今
類
聚
越
前
国
誌
・
武
家
事
紀
）。

十
五
年
九
州
の
陣
に
従
軍
（
当
代
記
・
伊
達
家
文
書
）。
十

八
年
の
小
田
原
の
陣
に
は
、
先
鋒
と
な
っ
て
、
五
月
武
蔵
岩

槻
城
を
攻
撃
（
武
家
事
紀
）。
文
禄
元
年
朝
鮮
に
出
動
、
つ

い
で
山
城
淀
城
十
八
万
石
に
加
増
さ
れ
移
封
（
越
前
国
誌
）。

二
年
閏
九
月
二
十
二
日
若
狭
の
内
丹
羽
長
重
が
没
収
さ
れ
た

跡
を
加
増
さ
る
（
駒
井
日
記
）。
四
年
七
月
関
白
秀
次
事
件

に
連
坐
し
、
大
門
寺
で
自
殺
。
真
偽
は
口
に
い
え
な
い
が
、
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長
門
守
重
成
の
父
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
川
角
太
閤
記
・
武

家
事
紀
）。

　

ま
ず
、
木
村
常
陸
介
の
実
体
を
確
認
す
る
た
め
に
、
Ａ
な
ら
び

に
Ｂ
が
依
拠
し
て
い
る
史
料
類
を
見
て
み
よ
う
。

　

Ａ
：『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
「
庄
田
安
信
譜
」、『
古
今
類
聚

越
前
国
誌
』、『
福
井
県
史
』、『
岡
本
村
史
』
所
載
『
三
田
村
文

書
』、『
伊
達
家
文
書
』。

　

Ｂ
：『
武
家
事
紀
』、『
古
今
類
聚
越
前
国
誌
』、『
浅
野
家
文
書
』、

『
当
代
記
』、『
伊
達
家
文
書
』、『
駒
井
日
記
』、『
川
角
太
閤
記
』。

　

Ａ
、
Ｂ
と
も
に
二
次
的
史
料
、
つ
ま
り
編
纂
物
を
史
料
に
し
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
目
に
つ
く
。
戦
国
時
代
の
終
焉
と
と

も
に
、
次
第
に
個
人
の
伝
記
や
「
家
」
の
家
記
の
類
が
盛
ん
に
書

か
れ
、
そ
う
し
た
二
次
的
編
纂
物
に
誇
張
や
誤
り
が
多
い
こ
と
は

承
知
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
当
該
時
期

の
個
人
に
関
す
る
情
報
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

Ａ
、
Ｂ
の
依
拠
史
料
の
中
で
、
一
次
史
料
の
性
格
の
強
い
も
の

（
編
集
等
の
二
次
的
加
工
が
あ
ま
り
加
わ
っ
て
い
な
い
も
の
）
は
、

Ａ
の
『
岡
本
村
史
』
所
載
『
三
田
村
文
書
』、
Ａ
・
Ｂ
の
『
伊
達

家
文
書
』（
個
人
の
伝
記
な
ど
は
除
く
）、
Ｂ
の
『
浅
野
家
文
書
』

（
個
人
の
伝
記
類
を
除
く
）・『
駒
井
日
記
』
程
度
で
あ
る
。
最
近

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報
な
ど
で
、
一
次
史
料
に
近
い
史
料
が
か

な
り
容
易
に
数
多
く
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら

を
手
が
か
り
に
木
村
常
陸
介
（
重
茲
）
の
活
動
を
再
確
認
し
て
み

た
い
。

　

ま
ず
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
一
〇
月
一
八
日
の
秀
吉
の
書

状
に
、「
木
村
隼
人
」
の
名
が
み
え
る
（『
大
日
本
史
料
』
第
一
一

編
の
一
所
収
「
金
井
文
書
」）。
こ
の
文
書
と
ほ
ぼ
同
文
の
文
書
は
、

『
浅
野
家
文
書
』
な
ど
に
数
通
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。『
浅
野
家

文
書
』
所
収
の
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
に
は
、「
豊
臣
秀
吉
披
露
状
写
」

（
一
〇
号
文
書
）
と
い
う
文
書
名
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
端

裏
書
」
に
は
「
信
孝
様
信
雄
様
え
従
秀
吉
様
披
露
状
之
写
〔
信
孝

様
・
信
雄
様
へ
、
秀
吉
様
よ
り
の
披
露
状
の
写
し
〕」
と
あ
る
。

（
以
下
、
引
用
史
料
中
に
〔　

〕
で
記
し
た
も
の
は
、
原
則
的
に

は
私
注
で
あ
る
）。
こ
の
一
〇
号
文
書
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る

が
、
柴
田
勝
家
と
の
対
決
に
備
え
て
、
そ
こ
に
い
た
っ
た
事
情
を

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
部
に
明
智
光
秀
を
滅
ぼ
し
た
山
崎

合
戦
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
木
村
隼
人
」
の
名
が

見
え
る
。

　

こ
の
年
の
六
月
二
日
に
本
能
寺
の
変
が
あ
り
、
明
智
光
秀
に
よ

っ
て
織
田
信
長
と
そ
の
嫡
男
信
忠
が
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。
当

時
、
備
中
で
毛
利
方
の
高
松
城
を
水
攻
め
に
し
て
い
た
秀
吉
は
、
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毛
利
輝
元
と
和
睦
し
、
明
智
光
秀
と
山
崎
に
対
決
す
る
。
戦
闘
が

は
じ
ま
る
の
は
六
月
一
三
日
の
こ
と
で
、
上
の
披
露
状
に
は
「
一

三
日
の
晩
に
、
山
崎
に
陣
取
申
候
。
高
山
右
近
、
瀬
兵
衛
〔
中
川

清
秀
〕、
久
太
郎
〔
堀
秀
政
〕
手
へ
、
明
智
め
段
々
に
人
数
立
、

切
懸
候
処
を
、
道
筋
者
高
山
右
近
、
中
川
瀬
兵
衛
、
久
太
郎
切
崩

候
。
南
の
手
は
池
紀
者
〔「
池
田
紀
伊
守
恒
興
の
配
下
の
者
」
の

意
〕、
我
等
者
に
は
加
藤
作
内
〔
光
泰
〕、
木
村
隼
人
、
中
村
孫
平

次
〔
一
氏
〕
切
崩
候
。（
中
略
）
明
智
め
山
科
の
薮
の
中
に
北に

げ

入い
り

、

百
姓
に
首
を
ひ
ろ
わ
れ
候
事
」
と
あ
る
。

　

山
崎
合
戦
に
「
我
等
者
」
す
な
わ
ち
秀
吉
の
配
下
の
者
と
し
て

「
木
村
隼
人
」
の
名
が
み
え
る
。
ち
な
み
に
Ｂ
の
『
戦
国
人
名
辞

典
』
は
木
村
常
陸
介
を
「
定
重
の
子
」
と
し
、
別
に
「
木
村
定

重
」
を
項
目
立
て
し
、「（
隼
人
佐
）
秀
吉
麾
下
、
天
正
十
年
六
月

秀
吉
に
従
っ
て
山
崎
に
会
戦
。
十
一
年
死
去
か
（
東
寺
百
合
文

書
・
増
補
筒
井
家
記
、
他
）」
と
し
、
山
崎
合
戦
に
参
加
し
た
の

は
父
の
定
重
と
す
る
。『
東
寺
百
合
文
書
』
の
記
述
は
後
に
確
認

す
る
が
、『
増
補
筒
井
家
記
』
の
山
崎
合
戦
の
部
分
に
は
「
羽
柴

秀
吉
、
知
ら
ず
し
て
曰
く
、
味
方
甚
だ
疲
れ
た
り
と
見
へ
た
り
。

旗
本
よ
り
打
て
掛
る
べ
し
と
自
ら
馬
を
進
め
し
か
ば
、
舎
弟
小
一

郎
〔
秀
長
〕、
姪
の
孫
七
郎
秀
次
を
始
め
黒
田
父
子
、
勝
野
父
子
、

堀
尾
父
子
、
蜂
須
賀
、
中
村
、
生
駒
、
田
中
、
山
内
、
寺
沢
、
有

馬
、
木
村
、
青
木
、
梶
原
、
石
田
、
大
谷
、
加
藤
、
小
西
、
片
桐
、

長
束
等
、
我
先
に
と
進
む
」
と
、「
木
村
」
と
あ
る
の
み
で
、「
隼

人
佑
」
と
も
「
定
重
」
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

『
東
寺
百
合
文
書
・
り
』
所
収
の
二
六
一
号
文
書
は
、「（
永
禄

十
二
年
カ
）
卯
月
十
九
日
」
の
日
付
を
持
ち
、
永
禄
一
二
年
の
推

定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
西
暦
一
五
六
九
年
に
相
当
す
る
。
文
書

の
内
容
は
「
東
西
九
条
」
に
散
在
す
る
東
寺
領
に
つ
い
て
、
東
寺

へ
年
貢
諸
公
事
な
ど
の
納
入
を
怠
っ
て
い
た
三
上
越
前
守
と
古
市

修
理
に
対
し
、
藤
吉
郎
（
秀
吉
）
の
調
査
の
結
果
に
従
い
、
寺
へ

納
入
す
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
、
そ
の
文
書
の
署
名
に
「
富
田

平
右
衛
門
尉
長
家
（
花
押
）」
と
並
ん
で
、「
木
村
隼
人
佐
定
重

（
花
押
）」
が
あ
る
。
永
禄
一
二
年
四
月
に
藤
吉
郎
の
家
臣
と
し

て
、「
木
村
隼
人
佐
定
重
」
と
い
う
人
物
が
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
な
お
、
本
文
書
は
刊
本
『
東
寺
文
書
・
り
』
で
は
「
二
六

一　

本
村
定
重
富
田
長
家
〈
知
信
〉
連
署
折
紙
」
と
な
っ
て
お
り
、

「
本
村
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
木
村
」
の
誤
植
で
あ
る
。
軍
記

類
以
外
で
、
こ
の
史
料
が
唯
一
「
木
村
隼
人
」
の
諱
を
示
す
も
の

で
、「
木
村
隼
人
」
は
「
定
重
」
の
こ
と
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

山
崎
合
戦
の
以
降
の
年
次
で
一
次
史
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
前
文
書
の
一
四
年
後
の
天
正
一
一
年
四
月
四
日
付
の
、

杉
原
七
郎
左
衛
門
家
次
に
宛
て
た
秀
吉
書
状
で
あ
る
（『
大
日
本
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史
料
』
一
一
編
三
巻
所
引
「
信
松
院
文
書
」）。
こ
の
年
三
月
三
日
、

柴
田
勝
家
軍
は
近
江
に
進
軍
し
た
。
秀
吉
は
瀧
川
一
益
支
配
下
の

伊
勢
に
出
陣
中
で
あ
っ
た
が
、
軍
を
近
江
に
戻
し
、
江
北
で
勝
家

と
対
決
す
る
。
四
月
四
日
は
そ
の
対
峙
中
で
あ
り
、
こ
の
文
書
に

よ
れ
ば
、
勝
家
方
が
若
干
退
い
て
陣
形
を
整
え
よ
う
と
し
て
、
秀

吉
方
の
「
将
監
」（
木
下
昌
利
）、「
隼
人
」、「
毛
介
」（
堀
尾
吉

晴
）
が
陣
取
っ
た
山
に
登
っ
て
き
た
の
で
、
三
人
が
後
退
し
な
い

よ
う
に
秀
吉
が
軍
勢
を
送
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書

の
「
隼
人
」
に
は
「（
木
村
重
茲
）」
と
の
編
纂
者
の
付
し
た
右
注

が
あ
る
。
こ
の
注
記
は
軍
記
類
に
見
え
る
「
木
村
重
茲
」
に
相
当

す
る
と
見
た
も
の
で
、
軍
記
類
を
採
用
し
な
い
と
す
れ
ば
、「
木

村
定
重
」
と
あ
っ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
四
年
後
な
の
で

代
替
わ
り
を
し
て
い
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
両
方
と
も
秀

吉
が
活
躍
中
の
こ
と
で
あ
り
、
特
段
代
替
わ
り
を
想
定
す
る
必
要

は
な
い
。
な
お
、
軍
記
類
で
の
諱
の
「
重
茲
」
は
『
中
川
家
譜
』、

「
定
光
」
は
『
松
井
家
譜
』、「
重
高
」
は
『
古
今
武
家
盛
衰
記
』

な
ど
に
み
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
木
村
隼
人
佐
定
重
は
、
秀
吉
と
柴
田
勝
家
と
の
対

決
に
、
秀
吉
側
で
の
活
躍
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
瀬
甫
庵

『
太
閤
記
』（『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
と
略
）
で
は
、
対
瀧
川
一
益

戦
、
対
柴
田
勝
家
戦
で
の
「
木
村
」
は
「
木
村
隼
人
」「
木
村
隼

人
正
」「
木
村
小
隼
人
佑
」「
木
村
隼
人
佑
」
と
呼
称
が
一
定
し
な

い
が
（
後
に
も
触
れ
る
）、
一
連
の
行
動
中
の
人
物
な
の
で
同
一

人
物
と
見
る
べ
き
で
、
そ
れ
は
「
木
村
隼
人
佐
定
重
」
で
あ
る
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

天
正
一
一
年
四
月
二
四
日
柴
田
勝
家
は
北
ノ
庄
城
（
福
井
）
で

自
尽
す
る
。
次
い
で
秀
吉
は
、
信
長
の
二
男
信
雄
と
対
立
し
、
信

雄
は
徳
川
家
康
と
手
を
結
び
、
天
正
一
二
年
（
一
五
八
四
）
三
月

か
ら
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
が
は
じ
ま
る
。『
浅
野
家
文
書
』
一

二
号
は
「
秀
吉
公
小
牧
陣
御
備
之
図
」
の
箱
書
を
持
つ
「
羽
柴
秀

吉
陣
立
書
」
で
、「
ひ
か
し
の
備
（
東
の
備
）」
の
第
一
列
に
「
木

村
隼
人
殿　

千
五
百
」
と
あ
る
。
木
村
定
重
が
秀
吉
方
で
小
牧
・

長
久
手
合
戦
に
参
戦
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

次
に
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
五
月
日
付
の
「
浅
野
長
政

木
村
重
茲
連
署
禁
制
」（『
浅
野
家
文
書
』
二
四
号
）
が
あ
る
。
そ

の
署
名
は
「
浅
野
弾
正
少
弼
（
花
押
）」
と
「
木
村
常
陸
介
（
花

押
）」
で
あ
る
。
標
題
に
「
木
村
重
茲
」
と
あ
る
の
は
、『
浅
野
家

文
書
』
の
整
理
者
の
付
し
た
も
の
で
、
こ
の
「
木
村
常
陸
介
」
が

「
重
茲
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
文
書
の
内
容
は
下

総
国
大
須
賀
分
領
に
つ
い
て
、「
当
手
軍
勢
」
の
乱
暴
狼
藉
、
放

火
、
地
下
人
へ
の
非
分
の
儀
や
麦
の
刈
り
取
り
を
禁
止
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。「
当
手
」
は
秀
吉
軍
の
こ
と
で
、
こ
の
年
の
正
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月
よ
り
本
格
的
に
小
田
原
の
北
条
氏
へ
の
攻
撃
が
は
じ
ま
り
、
同

時
に
秀
吉
は
関
東
方
面
に
軍
勢
を
展
開
し
た
。

　

同
じ
『
浅
野
家
文
書
』
二
五
号
の
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」
は
、

こ
の
年
五
月
二
〇
日
付
で
「
浅
野
弾
正
少
弼
ど
の
」
と
「
木
村
常

陸
介
ど
の
」
の
両
名
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
長
文
で
内
容
も
多

い
が
、
二
人
が
二
万
人
ば
か
り
の
軍
勢
を
召
し
連
れ
歩
き
、
取
る

に
足
り
な
い
小
城
を
接
収
し
て
い
る
こ
と
を
叱
責
し
、
上
杉
景
勝

と
前
田
利
家
が
取
り
巻
い
て
い
る
鉢
形
城
の
攻
撃
軍
に
早
く
合
流

す
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
北
条
氏
に
縁
故
の
あ
る
関
東

地
域
の
制
圧
戦
の
一
環
で
、
北
条
氏
邦
の
籠
城
す
る
武
蔵
国
の
鉢

形
城
（
八
形
城
）
を
秀
吉
方
が
攻
撃
し
た
こ
と
に
ま
つ
わ
る
文
書

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
『
大
日
本
史
料
』
一
一
編
の
稿
本
に
は
、
天

正
一
八
年
五
月
三
〇
日
付
の
香
取
神
社
に
関
係
す
る
文
書
、
六
月

二
四
日
、
七
月
一
三
日
付
の
武
蔵
国
に
関
連
す
る
「
木
村
常
陸

介
」
の
名
の
見
え
る
史
料
類
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
木
村
常
陸
介
の
活
動
の
基
本
は
、
上
記
の
よ
う
に
秀

吉
の
北
条
氏
へ
の
攻
撃
に
あ
る
。
こ
の
合
戦
の
初
期
に
北
条
氏
の

本
拠
小
田
原
城
を
支
え
る
西
の
拠
点
支
城
で
、
東
海
道
に
臨
む
天

正
一
八
年
三
月
に
は
じ
ま
る
伊
豆
山
中
城
攻
防
戦
が
あ
る
。『
毛

利
家
文
書
』
第
四
巻
に
年
月
欠
の
「
山
中
城
取
巻
人
数
帳
」（
一

五
六
二
号
文
書
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
二
千
八
百
人　

木
村
常
陸

介
」
と
あ
る
。
木
村
常
陸
介
は
秀
吉
の
北
条
制
圧
の
合
戦
に
当
初

か
ら
参
加
し
、
下
総
や
武
蔵
な
ど
で
活
動
し
、
さ
ら
に
次
に
述
べ

る
よ
う
に
奥
羽
地
域
の
支
配
に
も
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
同
稿
本
の
上
杉
景
勝
の
年
譜
に
引
用
さ
れ
た
「
出
羽
国
検

地
条
々
」
は
同
年
八
月
日
の
秀
吉
の
朱
印
状
で
、
そ
の
宛
名
は

「
木
村
常
陸
介
」
と
「
大
谷
刑
部
少
輔
」
で
あ
る
。『
山
形
県
史
』

所
引
「
色
部
文
書
」
に
「
木
村
常
陸
介
」
と
「
大
谷
刑
部
小
輔
」

の
署
名
の
あ
る
天
正
一
八
年
八
月
の
「
出
羽
国
御
検
地
条
々
」
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
（
長
井
政
太
郎
論
文
）。
ま
た
同
稿
本
の
「
伊

達
政
宗
公
記
録
事
蹟
考
記
」
引
用
の
同
年
一
〇
月
一
八
日
付
の
伊

達
政
宗
が
前
田
利
家
の
家
臣
の
徳
山
五
兵
衛
に
出
し
た
文
書
に
、

仙
北
一
揆
（
秋
田
地
域
）
が
お
こ
っ
た
が
「
大
刑
」
と
「
木
常
」

が
相
談
し
過
半
を
退
治
し
た
と
あ
る
。「
大
刑
」
は
大
谷
刑
部
吉

継
の
こ
と
で
、「
木
常
」
と
は
木
村
常
陸
介
の
こ
と
で
あ
る
。『
伊

達
家
文
書
』
二
の
五
六
四
号
文
書
に
伊
達
政
宗
宛
の
天
正
一
八
年

一
二
月
の
「
木
村
重
茲
書
状
」
が
あ
り
、
一
〇
月
二
二
日
・
一
一

月
五
日
付
の
政
宗
の
手
紙
を
一
二
月
一
八
日
に
京
都
で
見
た
こ
と
、

常
陸
介
は
秋
田
で
の
取
り
締
ま
り
後
の
一
一
月
中
旬
に
上
京
し
た

こ
と
、
大
葛
一
揆
に
政
宗
が
出
馬
し
た
こ
と
（
一
揆
の
背
景
に
は

秀
吉
の
東
北
進
出
に
対
す
る
複
雑
な
現
地
情
勢
が
あ
っ
た
）
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
木
村
重
茲
書
状
」
の
命
名
は
編
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者
に
よ
る
も
の
で
、「
木
村
常
陸
介
書
状
」
と
す
る
の
が
正
し
い
。

天
正
一
八
年
の
八
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
、
木
村
常
陸
介
は
奥

羽
地
域
で
活
動
し
て
い
た
。

　

秀
吉
は
国
内
制
圧
を
終
え
る
と
す
ぐ
に
、
朝
鮮
・
中
国
へ
の
侵

略
を
開
始
す
る
。
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
四
月
一
二
日
付
の

「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写
」（『
毛
利
家
文
書
』
四
の
九
二
八
号
文

書
）
が
あ
り
、
内
容
は
「
も
く
そ
城
」
攻
撃
に
対
す
る
諸
将
の
へ

の
指
示
書
で
、
宛
名
は
「
羽
柴
備
前
宰
相
」（
宇
喜
多
秀
家
）
な

ど
多
数
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
「
木
村
常
陸
介
ど
の
へ
」
が

あ
る
。
木
村
常
陸
介
が
文
禄
の
役
に
参
戦
し
て
い
た
。『
吉
川
家

文
書
』
二
の
一
二
八
号
「
文
禄
二
年
八
月
廿
三
日
豊
臣
秀
次
朱
印

状
写
」
に
は
、
吉
川
広
家
の
自
筆
で
「
前
ノ
年
〔
文
禄
元
年
〕、

羽
柴
藤
五
郎
〔
長
谷
川
秀
一
〕、
細
川
三
斎
〔
忠
興
〕、
木
村
常
陸

介
等
お
く
れ
被
取
、
其
故
か
う
ら
い
〔
高
麗
〕
あ
つ
か
い
に
成
候

共
、
打
可
果
之
由
候
て
、
明
年
蔵
人
手
へ
首
数
多
打
取
也
」
と
あ

る
。
木
村
常
陸
介
等
は
攻
撃
に
失
敗
し
た
の
で
、
た
と
え
高
麗
に

居
住
さ
せ
ら
れ
て
も
、
敵
を
打
ち
果
た
す
よ
う
に
、
と
の
こ
と
で

奮
闘
し
た
こ
と
が
分
か
る
。『
島
津
家
文
書
』
二
の
九
五
七
号
文

書
「
高
麗
国
出
陣
人
数
帳
」（
文
禄
四
年
正
月
十
五
日
付
）
に
は
、

「
高
麗
城
々
留
守
居
之
事
」
と
し
て
一
四
城
の
留
守
居
の
人
名
が

列
挙
さ
れ
る
な
か
に
、「
千
五
百
人　

木
村
常
陸
介
」
と
あ
る
。

具
体
的
な
城
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
常
陸
介
は
朝
鮮
の
ど
こ
か
の

城
の
留
守
居
役
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。

　

木
村
常
陸
介
が
朝
鮮
か
ら
帰
国
し
た
こ
と
は
、『
駒
井
日
記
』

文
禄
二
年
閏
九
月
一
三
日
条
に
「
一　

従
高
麗
帰
朝
之
衆　

九
日

に
御
目
見
之
分　

木
村
常
陸　

〔
後
略
〕」
と
あ
り
、
閏
九
月
九

日
ま
で
に
帰
国
し
、
同
日
秀
吉
と
対
面
を
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、
一
次
史
料
に
よ
っ
て
木
村
常
陸
介
の
姿
を
記
述
し
た
も

の
に
、
彼
の
所
領
関
連
に
つ
い
て
の
『
福
井
県
史
』
の
論
述
が
あ

る
。
木
村
常
陸
介
の
支
配
部
分
に
し
ぼ
っ
て
大
要
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。

　

天
正
一
一
年
四
月
の
賎
ケ
岳
合
戦
で
の
柴
田
勝
家
の
滅
亡
後
、

若
狭
・
越
前
の
大
名
配
置
は
大
き
く
変
化
し
た
。
近
江
・
若
狭
か

ら
丹
羽
長
秀
が
北
ノ
庄
に
入
り
、
越
前
と
加
賀
半
国
を
支
配
し
た
。

長
秀
の
転
封
後
、
若
狭
国
三
方
郡
は
「
木
村
隼
人
佐
」
が
支
配
し
、

遠
敷
郡
の
一
部
も
支
配
し
た
。
天
正
一
三
年
四
月
長
秀
が
死
去
す

る
と
、
継
嗣
の
長
重
の
支
配
地
は
若
狭
一
国
に
削
減
さ
れ
た
。
長

重
が
継
承
す
る
は
ず
だ
っ
た
越
前
府
中
（
武
生
）
に
は
、
若
狭
佐

柿
（
美
浜
町
）
か
ら
「
木
村
常
陸
介
」
が
転
じ
た
。
天
正
一
八
年

末
に
は
大
谷
吉
継
が
敦
賀
に
入
り
、
越
前
府
中
の
木
村
常
陸
知
行

分
を
拝
領
し
た
。
た
だ
し
、
木
村
常
陸
介
は
府
中
付
近
で
の
所
領

の
割
り
か
え
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
府
中
を
動
い
て
い
な
い
。
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し
か
し
、
文
禄
二
年
末
か
ら
文
禄
三
年
当
初
の
時
期
に
は
、
木
村

常
陸
介
の
越
前
領
知
は
終
了
し
た
と
み
て
大
過
は
な
い
。
以
上
の

『
福
井
県
史
』
の
所
領
変
遷
の
記
述
か
ら
は
、「
木
村
隼
人
佐
」

が
「
木
村
常
陸
介
」
と
同
一
人
物
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
れ
ば
、「
木
村
常
陸
介
」
の
諱
の
少
な
く
と
も
一
つ
は
「
定

重
」
で
あ
っ
た
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

『
福
井
県
史
』
の
所
領
の
記
述
は
、
依
拠
史
料
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
確
認
す
る
作
業
の
中
で
、「
木
村
」
に
関
す

る
重
要
な
一
次
史
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
『
同
』

資
料
編
第
六
巻
〔
中
・
近
世
編
四
〕
の
三
九
八
頁
、「
内
田
吉
左

衛
門
家
文
書
」
の
二
号
「
木
村
隼
人
佐
副
状
」
と
三
号
「
木
村
常

陸
介
安
堵
状
」
で
あ
る
。
二
号
文
書
は
一
号
文
書
「
羽
柴
秀
吉
朱

印
状
」
に
対
す
る
副
状
で
、
朱
印
状
は
天
正
一
三
年
閏
八
月
一
四

日
付
で
、
内
容
は
越
前
国
中
の
蝋
燭
司
に
野
辺
四
郎
右
衛
門
尉
を

任
命
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
朱
印
状
を
受
け
て
同
日
付
の
副
状

で
そ
れ
を
「
国
中
在
々
在
所
々
」
宛
に
周
知
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
署
名
に
「
木
村
隼
人
佐
」
改
行
し
て
「
一
（
花
押
）」
と
あ

る
。

　

三
号
文
書
は
年
を
欠
き
一
二
月
五
日
の
日
付
で
あ
る
。
内
容
は

「
蝋
燭
な
ら
び
に
蝋
商
売
」
の
諸
事
に
つ
い
て
、
前
々
の
如
く
少

し
も
相
違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宛
先

は
「
野
辺
郎
右
衛
門
尉
殿
へ
」
と
あ
る
が
、
県
史
編
纂
者
に
よ
っ

て
「
辺
」
と
「
郎
」
の
と
こ
ろ
に
「（
四
脱
カ
）」
と
の
右
注
が
あ

る
。
宛
先
と
内
容
か
ら
見
て
一
号
・
二
号
文
書
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
署
名
に
「
常
陸
」
改
行
し
て

「
一
（
花
押
）」
と
あ
る
。
原
文
書
に
あ
た
っ
た
わ
け
で
は
な
い

の
で
断
言
は
し
か
ね
る
が
、「
一
（
花
押
）」
の
共
通
性
と
、
内
容

の
密
接
な
関
連
性
か
ら
見
て
、
天
正
一
三
年
閏
八
月
以
降
に
、

「
木
村
隼
人
佐
」
は
、「
常
陸
」
す
な
わ
ち
「
木
村
常
陸
介
」
と

名
の
り
を
変
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

『
福
井
県
史
』
資
料
編
の
史
料
の
多
く
は
ウ
ェ
ブ
の
画
像
で
公

開
さ
れ
て
い
る
が
、
上
記
の
「
内
田
吉
左
衛
門
家
文
書
」
は
資
料

目
録
に
は
あ
る
も
の
の
、
個
別
の
文
書
の
画
像
は
見
あ
た
ら
な
か

っ
た
。
別
の
「
木
村
隼
人
佐
」
署
名
の
画
像
の
あ
る
文
書
は
、

「
田
辺
半
太
夫
家
文
書
」
と
「
清
水
三
郎
右
衛
門
家
文
書
」
の
二

通
で
あ
る
。
前
者
の
編
集
者
に
よ
る
デ
ー
タ
の
「
差
出
人
」
項
目

は
「
木
村
隼
人
佐
」、
後
者
の
そ
れ
は
「
木
村
隼
人
佐
一
光
」
と

な
っ
て
い
る
。
両
者
の
文
書
の
画
像
を
見
比
べ
る
と
、
同
一
人
の

手
に
な
る
も
の
で
、
ま
た
花
押
も
一
致
し
て
い
る
。
諱
は
両
方
と

も
た
し
か
に
「
一
光
」
と
は
読
め
そ
う
で
あ
る
も
の
の
、
断
定
で

き
る
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
。
Ａ
の
「
文
書
の
署
名
か
ら
は
上
の
一

字
が
「
一
」
と
読
め
る
だ
け
で
あ
る
」
と
か
、
Ｂ
の
「
古
文
書
に
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あ
る
署
名
は
い
ず
れ
も
読
み
難
い
」
と
か
に
は
、
お
そ
ら
く
こ
の

二
通
の
文
書
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、「
帆
山
寺
」
文
書
の
天
正
一
九
年
二
月
一
八
日
付
の

「（
木
村
常
陸
介
安
堵
状
）」
は
画
像
が
あ
り
、
署
名
は
「
常
陸

介
」
と
だ
け
あ
り
、
下
に
花
押
を
添
え
る
。
こ
の
文
書
の
注
記
に

「
本
文
書
、
研
究
ノ
要
ア
リ
」
と
あ
る
。
こ
の
文
書
の
花
押
は
、

上
記
の
「
木
村
隼
人
佐
」
署
名
の
花
押
を
ま
ね
し
た
よ
う
な
、
そ

れ
で
い
な
が
ら
上
記
の
花
押
と
は
素
人
目
に
も
一
致
し
な
い
こ
と

が
明
ら
か
な
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

　

「
田
辺
半
太
夫
家
文
書
」
の
内
容
は
、
若
狭
国
三
方
郡
山
東
郷

の
「
こ
う
じ
〔
麹
〕
座
」
の
特
権
を
前
々
の
よ
う
に
「
か
う
し
や

〔
麹
屋
〕
清
左
衛
門
」
に
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
清
水

三
郎
右
衛
門
家
文
書
」
の
内
容
は
、
若
狭
国
遠
敷
郡
宮
川
の
内
の

「
本
保
村
」
に
お
け
る
村
内
の
殺
人
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
木
村
常
陸
介
の
最
期
は
、
軍
記
類
以
外
で
は
『
言
継
卿

記
』
の
文
禄
四
年
七
月
一
六
日
条
に
「
昨
日
」
と
し
て
「
於
山
崎
、

大
閤
御
内
木
村
常
陸
介
、
腹
ヲ
被
切
也
」
と
あ
る
。『（
甫
庵
）
太

閤
記
』
巻
一
七
「
同
罪
と
号
し
切
腹
之
面
々
」
に
、「
木
村
常
陸

介
は
摂
州
五
ケ
庄
大
門
寺
に
お
ゐ
て
切
腹
」
と
あ
る
も
の
の
、
日

付
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。『
天
正
記
（
天
正
軍
記
）』
巻
八
で
は

「
七
月
一
三
日
あ
く
ぎ
や
う
に
ん
〔
悪
行
人
〕
御
せ
い
ば
い
の

衆
」
と
し
て
、「
木
村
ひ
た
ち
の
か
み
〔
常
陸
介
〕　

摂
津
国
五

か
し
よ
〔
五
ケ
庄
〕
大
門
寺
に
て
し
や
う
が
い
〔
生
害
〕
な
り
」

と
あ
る
。
摂
津
国
五
ケ
庄
大
門
寺
は
、
現
在
の
茨
木
市
大
字
大
門

寺
で
あ
り
、
本
学
か
ら
北
方
の
山
手
台
の
住
宅
地
に
北
接
す
る
地

域
の
寺
で
あ
る
。
軍
記
類
の
大
門
寺
と
『
言
経
卿
記
』
の
山
崎

（
他
に
も
『
川
角
太
閤
記
』
も
「
山
崎
の
寺
」
と
す
る
）
は
相
違

す
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
以
上
が
で
き
る
限
り
軍
記

類
に
依
拠
し
な
い
で
、
主
と
し
て
一
次
史
料
に
よ
っ
て
う
か
が
え

る
「
木
村
常
陸
介
」
の
姿
で
あ
る
。

二　

木
村
常
陸
介
の
伝
説

　

小
瀬
甫
庵
は
『
太
閤
記
』
の
「
凡
例
」
に
、「
こ
の
書
、
太
田

和
泉
守
記
し
け
る
を
便た

よ
りと

す
。
彼
泉せ

ん

州し
う

、
素そ

生せ
い

愚ぐ

に
し
て
直ち

よ
くな

る

故
、
始

は
じ
め

聞
入
た
る
を
実ま

こ
とと

思
ひ
、
又
、
そ
の
場
に
有あ

り

合あ
は

せ
た
る
人
、

後
に
そ
れ
は
虚
説
な
り
と
い
へ
ど
も
、
信
用
せ
ず
な
ん
あ
り
け
る
。

予よ

、
ま
た
小
智
小
見
に
し
て
、
虚
実
の
本
を
正
す
事
、
多お

ほ
くは

せ
ず

な
ん
ぬ
」
と
記
し
た
。
太
田
和
泉
守
の
記
し
た
も
の
に
依
拠
し
て
、

こ
の
『
太
閤
記
』
を
記
し
た
と
い
う
。

　

追
手
門
学
院
大
学
電
子
図
書
館
の
小
瀬
甫
庵
『
信
長
記
』
の

「
解
題
か
え
て
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
甫
庵
『
信
長
記
』
の
冒
頭
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に
も
同
趣
旨
の
記
述
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
太
田
牛
一
の
「
数
帙

の
書
」（
現
存
の
『
信
長
記
（
信
長
公
記
）』）
を
「
本も

と

と
し
て
」

記
し
た
と
あ
る
。
牛
一
の
『
信
長
記
（
信
長
公
記
）』
は
大
部
の

著
作
で
あ
る
こ
と
も
関
係
す
る
の
か
、
甫
庵
『
信
長
記
』
は
各
巻

の
冒
頭
に
必
ず
「
大
田
和
泉
守
牛
一
輯
録
、
小
瀬
甫
庵
道
喜
居
士

重
撰
」
と
記
し
、
太
田
牛
一
に
依
拠
し
た
こ
と
を
明
記
す
る
。
と

こ
ろ
が
甫
庵
『
太
閤
記
』
に
は
こ
の
種
の
記
述
は
ま
っ
た
く
な
く
、

前
引
の
よ
う
に
冒
頭
の
「
凡
例
」
に
の
み
太
田
和
泉
守
の
記
し
た

も
の
を
「
便た

よ
り」

に
し
た
と
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

太
田
牛
一
の
記
し
た
「
太
閤
記
」
に
つ
い
て
は
、
桑
田
忠
親
は

『
山
科
言
緒
卿
記
』
に
の
せ
る
仙
洞
御
所
御
物
の
『
太
閤
軍
記
補

歴
二
冊
』
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
散
逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
と
い

う
。
こ
れ
に
対
し
大
沼
晴
暉
は
、
牛
一
の
自
筆
本
が
現
存
す
る

『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』
そ
の
も
の
が
、
牛
一
の
「
太
閤

記
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』

（
太
閤
様
軍
記
の
内
）
を
、
杜
撰
な
形
で
収
録
し
て
版
本
と
し
た

も
の
が
『
天
正
軍
記
』
七
・
八
・
九
巻
で
あ
る
。
本
学
ア
ジ
ア
学

科
か
ら
『
秀
吉
伝
説
序
説
と
「
天
正
軍
記
」』（
二
〇
一
二
年
四

月
・
和
泉
書
院
）
と
し
て
、『
天
正
軍
記
』
の
影
印
と
釈
文
を
含

め
て
刊
行
し
た
も
の
に
も
、「
解
題
に
か
え
て
」
で
こ
の
あ
た
り

の
事
情
を
説
明
し
た
。

　

要
す
る
に
牛
一
の
自
筆
本
が
残
る
『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う

ち
』
が
、
甫
庵
が
「
便
と
す
」
と
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
量
か

ら
い
え
ば
『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
は
全
二
二
巻
、
う
ち
二
〇
巻
か

ら
二
二
巻
は
甫
庵
が
自
ら
の
思
想
を
著
述
し
た
も
の
で
、
こ
れ
を

除
い
た
一
九
巻
が
秀
吉
と
そ
の
時
代
の
叙
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
牛
一
『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』
は
、
一
冊
一

五
四
丁
（
片
面
に
す
れ
ば
三
〇
七
頁
）
で
、『
天
正
軍
記
』
に
収

載
さ
れ
た
も
の
で
は
三
巻
を
一
冊
に
お
さ
め
て
お
り
、
分
量
は
は

る
か
に
少
な
い
。
大
沼
晴
暉
に
よ
れ
ば
、「
寛
永
一
七
年
刊
本

『
聚
楽
物
語
』
三
巻
の
如
き
、
そ
れ
ま
で
の
太
閤
関
係
の
記
述
が
、

必
ず
参
看
し
て
い
た
牛
一
太
閤
記
を
、
甫
庵
太
閤
記
の
影
に
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
近
世
前
期
以
降
、
牛
一

の
著
作
は
、
殆
ど
流
布
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
。

　

さ
て
、
木
村
常
陸
介
の
伝
説
で
あ
る
が
、『
大
か
う
さ
ま
く
ん

き
の
う
ち
』（『（
牛
一
）
大
か
う
さ
ま
』
と
略
）
に
は
次
の
よ
う

な
部
分
が
あ
る
（
理
解
し
や
す
い
表
記
に
改
め
た
）。
な
お
、「
木

村
常
陸
介
」
と
し
た
部
分
の
原
表
記
は
「
木
む
ら
ひ
た
ち
の
か

み
」
で
あ
る
が
、
軍
記
類
で
は
「
介
」
を
「
か
み
」
と
訓
ま
せ
る

例
も
あ
り
、「
木
村
常
陸
介
」
と
表
記
し
た
。

こ
こ
に
、
木
村
常
陸
介
と
申
す
者
、
大
閤
〔「
太
閤
」
の
こ

と
〕
の
譜
代
の
御
家
人
な
り
。
越
前
国
府
中
の
城
に
、
一
郡
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を
相
添
へ
下
さ
れ
置
き
候
間
、
昼
夜
、
大
閤
へ
御
奉
公
申
す

べ
き
事
に
候
を
、
似
合
わ
ざ
る
一
徹
を
つ
く
り
、
人
そ
ぐ
い

も
〔「
人
間
ら
し
い
と
こ
ろ
」
の
意
〕
こ
れ
な
く
、
知
行
所

務
候
て
は
、
八
木
〔「
米
」
の
意
〕
を
府
中
の
町
人
家
並
み

に
〔「
家
ご
と
す
べ
て
に
」
の
意
〕
預
け
置
き
、
一
倍
五
割

に
〔「
一
、
五
倍
に
」
の
意
〕
金
銀
を
召
し
置
き
候
。
し
か

る
間
、
叶
は
ざ
る
者
ど
も
逐
電
い
た
し
、
そ
の
私
宅
沽
却
さ

せ
金
銀
を
取
り
、
そ
の
上
、
見
せ
し
め
の
よ
し
候
て
、
町
人

お
と
な
し
き
者
の
下
人
を
い
は
れ
も
な
く
召
し
取
り
、
磔

は
つ
つ
けに

味み

噌そ

屋や

と
申
す
町
人
の
門
口
に
懸
け
置
き
候
。
町
人
、
迷
惑

い
た
し
、
詫
び
事
候
へ
ば
、
嘱
託
〔「
報
酬
」
の
意
〕
を
取

り
、
そ
の
と
き
、
山
野
へ
捨
て
さ
せ
。
死
人
を
、
金
銀
に
売

り
買
い
候
事
、
古
来
稀
な
り
。
金
銀
蓄
へ
を
本
と
い
た
し
、

か
の
無
道
人
、
関

く
わ
ん

白は
く

殿と
の

ゑ
〔「
関
白
殿
へ
」
の
意
〕
口
の
道

〔「
弁
舌
の
道
」
の
意
〕
よ
り
取
り
入
り
、
御
意
見
の
申
し

様
〔「
は
」
を
補
う
と
理
解
し
や
す
い
〕、
多
数
の
梨
地
蒔

〔
漆
の
上
か
ら
金
粉
を
蒔
き
、
更
に
そ
の
上
に
漆
を
か
け
て
、

磨
き
だ
し
て
金
を
見
せ
る
技
法
〕
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
候

〔「
へ
」
を
補
う
と
理
解
し
や
す
い
〕。
こ
の
道
を
、
御
稽
古

あ
そ
ば
し
候
て
、
一
尺
四
方
に
は
黄
金
何
程
要
り
候
を
〔「
ど

れ
ほ
ど
必
要
か
を
」
の
意
〕
上
意
候
は
ば
〔「
ご
命
じ
に
な

れ
ば
」
の
意
〕、
過
分
に
御
利
潤
ま
い
る
べ
き
と
申
し
上
げ

候
。
も
つ
と
も
と
御
同
心
な
さ
れ
、
御
相
伝
候
て
、
仰
せ
つ

け
ら
れ
候
間
、
諸
職
人
迷
惑
い
た
し
候
。
政
道
、
軍
法
の
途

を
ば
、
か
つ
て
も
つ
て
申
し
上
げ
ず
。
微
細
至
極
な
る
事
の

み
、
申
し
上
げ
候
。

　

さ
ら
に
、
秀
次
に
与く

み

し
た
「
悪
行
人
」
の
処
分
を
記
し
た
部
分

に
、
木
村
常
陸
介
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

一　

木
村
常
陸
介
、
摂つ

の
く
に

津
国
五
ケ
庄
大
門
寺
に
て
生
害
。
日

頃
蓄
へ
置
き
候
黄
金
、
召
し
上
げ
ら
れ
候
な
り
。
同
じ
く
妻

子
、
帥
法
印
に
お
預
け
。

（
中
略
）
当
座
か
よ
う
に
て
、
何
れ
も
御
成
敗
。
品
々
多
き

そ
の
中
に
、
木
村
常
陸
介
妻
子
、
三
条
河
原
に
磔
に
懸
り
、

都
に
て
諸
人
に
恥
を
さ
ら
す
事
、
一ひ

と

年と
せ

、
越
前
府
中
に
て
味

噌
屋
が
門
口
に
科と

が

な
き
者
を
磔
に
懸
け
候
報む

く

ゐ
、
た
ち
ま
ち

眼
前
。
天
道
恐
ろ
し
き
事
。

　

『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
は
上
引
の
よ
う
に
「
こ
の
書
、
太
田
和

泉
守
記
し
け
る
を
便た

よ
りと

す
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
当
然
こ
の
話
も

『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
こ
の
話
は
『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
に
は
見
え
な
い
。
同
じ
上

引
の
部
分
に
は
、
牛
一
は
は
じ
め
に
聞
い
た
と
こ
ろ
を
真
実
だ
と

思
い
込
み
、
後
に
そ
の
場
に
い
た
人
が
あ
れ
は
虚
説
だ
と
い
っ
て
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も
信
じ
な
か
っ
た
と
あ
り
、
自
分
（
甫
庵
）
は
小
智
小
見
な
の
で
、

そ
れ
を
正
す
こ
と
は
多
く
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
そ
れ
で

は
こ
の
木
村
常
陸
介
の
府
中
で
の
金
銀
の
収
奪
は
「
虚
説
」
だ
っ

た
た
め
に
、
甫
庵
が
「
正
し
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
の
木
村
常
陸
介
に
関
連
す
る
記
述

を
見
て
お
き
た
い
。
最
初
に
彼
が
登
場
す
る
の
は
、
清
須
会
議
後

の
秀
吉
と
柴
田
勝
家
の
対
立
の
場
面
で
、
天
正
一
〇
年
一
〇
月
信

長
の
葬
儀
を
す
ま
せ
た
秀
吉
の
権
勢
が
高
ま
る
の
を
憎
ん
だ
勝
家

は
、
雪
深
い
越
前
で
に
わ
か
の
出
兵
も
で
き
ず
、
と
り
あ
え
ず
同

年
一
一
月
秀
吉
と
和
睦
し
時
間
を
稼
ご
う
と
す
る
。
勝
家
の
派
遣

し
た
和
睦
の
使
者
を
秀
吉
は
受
け
入
れ
、
勝
家
と
和
睦
す
る
。
そ

の
使
者
が
帰
国
し
た
後
、
秀
吉
は
蜂
須
賀
家
政
（
小
六
正
勝
の

子
）
と
「
木
村
隼
人
」
に
、
勝
家
の
和
睦
の
申
し
入
れ
は
、
雪
が

消
え
る
ま
で
の
時
間
稼
ぎ
に
違
い
な
い
と
語
り
、
国
々
の
城
主
た

ち
に
懇
切
な
工
作
を
し
、
大
半
を
味
方
に
つ
け
た
と
あ
る
。
そ
の

後
、
勝
家
に
味
方
す
る
瀧
川
一
益
方
の
嶺
城
を
攻
撃
す
る
天
正
一

一
年
二
月
の
秀
吉
軍
に
「
木
村
隼
人
正
」、
江
北
に
出
陣
し
た
勝

家
に
対
す
る
同
年
同
月
の
秀
吉
軍
の
一
三
段
備
え
の
「
三
番
」
に

「
木
村
小
隼
人
佑
」、
秀
吉
方
に
つ
い
た
勝
家
の
養
子
柴
田
勝
豊

の
家
臣
山
路
将
監
の
勝
家
方
へ
の
寝
返
り
に
対
処
す
る
話
に
「
木

村
小
隼
人
佑
」
が
見
え
、
い
わ
ゆ
る
賎
ケ
岳
合
戦
に
活
躍
す
る

（
以
上
、『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
五
巻
）。

　

巻
八
の
冒
頭
の
「
天
正
十
一
年
城
主
定
之
事
」
に
は
、「
若
州

佐
柿
城　

木
村
隼
人
正　

後
号
常
陸
守
」
と
あ
る
。
若
狭
佐
柿
城

主
（
美
浜
町
佐
柿
）
と
し
て
、「
木
村
隼
人
正
」
が
任
命
さ
れ
、

後
に
「
常
陸
守
」
と
号
し
た
。
彼
は
巻
一
〇
の
秀
吉
の
九
州
制
圧

戦
に
も
参
加
し
、
天
正
一
五
年
五
月
の
島
津
義
久
の
降
伏
の
取
次

に
あ
た
っ
た
り
、
大
隅
攻
撃
軍
の
一
翼
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
。

巻
一
一
に
は
同
一
六
年
四
月
の
後
陽
成
の
聚
楽
第
行
幸
の
前
駆
の

一
員
と
な
っ
て
い
る
。
巻
一
二
で
は
秀
吉
の
北
条
氏
制
圧
戦
と
同

時
進
行
の
関
東
平
定
戦
で
の
活
躍
が
見
ら
れ
る
。
巻
一
〇
以
下
は

す
べ
て
「
木
村
常
陸
介
」
と
表
記
さ
れ
、
こ
れ
以
下
も
す
べ
て

「
木
村
常
陸
介
」
で
あ
る
。

　

巻
一
三
に
は
「
高
麗
陣
」
す
な
わ
ち
文
禄
の
役
関
連
の
記
述
が

あ
り
、「
朝
鮮
国
御
進
発
之
人
数
帳
」
に
は
、「
朝
鮮
国
都
表
出
勢

之
衆
」
と
し
て
、「
三
千
五
百
人　

木
村
常
陸
介
」
と
あ
る
。
実

際
の
活
躍
は
巻
一
四
に
、
全
羅
道
（
朝
鮮
半
島
南
西
部
）
の
「
木も

く

曽そ

判
官
」
金
時
敏
と
戦
い
、
勝
て
ず
に
退
却
し
た
と
あ
る
（
文
禄

元
年
一
〇
月
）。
巻
一
五
に
は
豊
臣
秀
次
（
関
白
）
が
朝
鮮
派
遣

の
諸
将
の
激
励
の
た
め
に
使
者
を
派
遣
し
た
が
、
特
に
「
木
村
常

陸
介
」
に
は
贈
物
も
多
く
、
懇
ろ
な
書
状
も
付
さ
れ
た
と
あ
る
。

常
陸
介
が
関
白
秀
次
の
書
状
を
長
谷
川
秀
一
（
信
長
時
代
か
ら
の
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譜
代
の
武
将
）
に
示
し
、
関
白
と
の
縁
を
自
慢
げ
に
述
べ
た
。
秀

一
は
居
眠
り
を
し
て
聞
か
な
い
素
振
り
で
、
常
陸
介
が
も
し
関
白

と
の
仲
を
誇
る
の
で
あ
れ
ば
、
関
白
か
ら
の
贈
り
物
を
諸
将
に
配

分
し
、
関
白
か
ら
の
使
者
を
同
道
し
て
諸
将
の
労
苦
を
慰
問
す
べ

き
だ
と
諫
め
た
。
常
陸
介
は
そ
れ
に
同
感
し
、
贈
物
を
諸
将
に
配

分
し
使
者
を
同
道
し
て
慰
労
し
た
の
で
、
諸
将
は
秀
次
に
感
謝
の

書
状
を
送
っ
た
、
と
あ
る
。
ち
な
み
に
秀
次
の
関
白
就
任
は
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
一
二
月
の
こ
と
で
、

翌
二
〇
年
は
一
二
月
に
文
禄
と
改
元
す
る
の
で
文
禄
元
年
で
あ
る
。

　

巻
一
七
は
一
巻
が
秀
次
の
処
分
に
か
か
わ
る
記
述
で
あ
り
、

「
前
関
白
秀
次
公
之
事
」、「
益
田
少
将
忠
志
之
事
」、「
秀
次
公
御

切
腹
之
三
使
登
山
之
事
」、「
御
切
腹
之
事
」、「
同
罪
と
号
し
切
腹

之
面
々
」、「
秀
次
公
御
若
君
姫
君
并
御
寵
愛
之
女
房
達
生
害
之

事
」
の
項
目
か
ら
な
る
。
冒
頭
は
「
そ
も
そ
も
関
白
秀
次
公
、
尾

州
の
太
守
た
り
し
時
に
は
相
替
り
、
天
下
の
家
督
を
請う

け

給
ひ
て
よ

り
、
御
行
跡
猥み

だ

り
が
は
し
く
、
万

よ
ろ
づ

浅
は
か
に
な
ら
せ
ら
れ
、
諫い

さ
めを

い
れ
ら
れ
ず
、
雅
意
〔「
意
の
ま
ま
」
の
意
〕
な
る
御
ふ
る
ま
ひ

ど
も
、
月
に
か
さ
な
り
年
に
い
や
増ま

し

、
上
下
大お

ほ

方か
た

う
と
み
初そ

め

け

り
」
と
は
じ
ま
る
。
冬
の
山
中
の
狩
り
に
も
武
器
を
厳
重
に
用
意

し
、
都
近
く
で
の
遊
び
に
も
敵
に
間
近
い
砦
に
い
る
か
の
よ
う
な

武
装
で
あ
っ
た
の
で
、
上
下
の
人
々
は
秀
吉
へ
の
野
心
が
あ
る
と

噂
し
、
そ
れ
は
秀
吉
の
耳
に
も
入
る
程
で
あ
っ
た
。
甫
庵
は
、

「
秀
次
公
、
左さ

様よ
う

の
御
心
は
い
さ
さ
か
も
な
か
り
し
か
ど
も
、
件

の
御
行
跡
に
て
は
、
さ
も
云
へ
ば
云
は
る
る
御
行お

こ

な
ひ
な
り
」
と

記
し
、
秀
次
に
は
秀
吉
に
対
す
る
野
心
は
な
か
っ
た
と
断
定
し
て

い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
『（
牛
一
）
大
か
う
』
は
、
記
述
を
「
そ
も
そ
も

当
今
様
〔
後
陽
成
天
皇
〕、
百
王
百
代
こ
の
か
た
の
聖
王
な
り
」

と
後
陽
成
讃
美
か
ら
は
じ
め
、
次
に
「
去
程
に
、
太
閤
秀
吉
公
、

御
出
世
よ
り
こ
の
か
た
、
日
本
国
々
に
金
銀
、
山
野
に
湧
き
出

で
」「
太
閤
秀
吉
公
、
御
慈
悲
、
専も

は

ら
に
ま
し
ま
し
候
故
、
路
頭

に
乞
食
非
人
一
人
も
こ
れ
な
し
」
と
秀
吉
讃
美
を
加
え
て
序
文
と

す
る
。
次
い
で
「
当
関
白
殿
〔
秀
次
〕、
御
行ぎ

や

儀う
ぎ

の
次
第
」
と
項

目
立
て
し
て
、「
鉄
炮
御
稽
古
と
し
て
、
北
野
辺
へ
出
御
な
さ
れ
、

田
畠
に
こ
れ
あ
る
農の

う

人に
ん

を
目
当
て
に
、
撃
ち
殺
さ
せ
ら
れ
。
あ
る

時
は
御
弓
御
稽
古
と
し
て
射
ぬ
き
〔「
射
通
し
」
の
意
〕
を
遊
ば

し
候
と
て
、
往
還
の
者
を
召
し
取
り
、
射
さ
せ
ら
れ
」
と
暴
虐
な

場
面
か
ら
記
述
を
始
め
、「
他
所
の
科
を
も
関
白
殿
負
わ
せ
ら
れ
。

万
端
、
正
路
〔「
正
し
い
行
な
い
」
の
意
〕
御
座
な
き
故
に
候
」

と
、
秀
次
の
悪
行
の
姿
を
印
象
付
け
る
。
そ
の
上
で
既
述
の
木
村

常
陸
介
の
府
中
な
ど
で
の
悪
行
を
記
し
、
次
い
で
関
東
か
ら
下
向

し
た
粟
野
木
工
頭
が
秀
次
に
取
り
入
り
、
日
本
か
ら
唐
・
南
蛮
ま
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で
も
支
配
す
べ
き
だ
と
吹
き
込
み
、
鹿し

し

狩
り
と
称
し
て
謀
叛
を
相

談
し
、
居
城
の
聚
楽
か
ら
北
野
大
仏
ま
で
三
〇
町
（
約
三
キ
ロ
）

を
武
装
さ
せ
て
往
来
し
た
と
す
る
。

　

続
け
て
、
そ
れ
が
秀
吉
に
聞
え
、
文
禄
四
年
七
月
三
日
に
前
田

玄
以
、
富
田
一
白
、
増
田
長
盛
、
石
田
三
成
ら
の
糾
明
を
受
け
、

八
日
高
野
山
へ
追
放
さ
れ
た
と
記
し
、「
太
閤
の
御
恩
の
高
き
事

は
須
彌
山
な
り
。
頗す

こ
ぶる

下
は
徳
を
蒙
っ
て
。
深
き
事
は
滄そ

う

溟め
い

海か
ゐ

、

返
つ
て
浅
し
。〔「
秀
次
は
」
を
補
う
べ
き
〕
こ
れ
偏ひ

と
へに

賢
臣
を
嫌

い
、
侫ね

い

人じ
ん

〔「
お
も
ね
る
人
」
の
意
〕
を
近
づ
け
、
正
義
、
全ま

つ
た

か

ら
ざ
る
故
な
り
」
と
す
る
。
加
え
て
「
太
閤
は
若
年
の
昔
よ
り
、

日
本
国
を
駆
け
廻ま

は

り
、
御
心
労
な
さ
れ
」
の
に
対
し
、「
関
白
殿

は
、
御
心
労
も
こ
れ
な
く
、
御
若
年
の
御
時
よ
り
太
閤
の
御
譲
り

を
受
け
さ
せ
ら
れ
、
天
下
無
双
の
階
級
に
上
が
ら
せ
ら
れ
。
第
一

に
御
恩
を
御
恩
と
知し

ろ

し
め
さ
ず
、
第
二
に
御
慈
悲
か
つ
て
も
つ
て

こ
れ
な
し
、
第
三
に
悪
行
ば
か
り
御
沙
汰
候
て
、
隨ず

い

〔「
気
ま
ま
」

の
意
〕」、
雅
意
に
御
働
き
な
り
。
そ
の
道
、
違
ふ
時
は
、
威
あ
り

と
い
へ
ど
も
久
し
く
保
た
ず
。
天
道
、
恐
ろ
し
き
の
事
」
と
す
る
。

　

秀
次
に
対
し
て
一
点
の
良
い
評
価
も
な
く
、
序
文
相
当
部
分
に

「
文
禄
四
年
七
月
三
日
、
今
度
、
日
本
国
、
既
に
暗
夜
と
な
ら
ん

と
欲
す
る
の
次
第
、
天
道
、
恐
ろ
し
き
次
第
な
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
秀
次
の
治
世
が
秀
吉
抜
き
で
完
成
す
れ
ば
、
日
本
国
は
暗
夜

と
な
っ
た
と
断
定
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
太
田
牛
一
は
秀
吉
・
後

陽
成
の
治
世
を
讃
美
す
る
た
め
に
、
悪
の
権
化
の
役
割
を
秀
次
に

付
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
が
史
実
か
ど
う
か
は
極
め
て

疑
わ
し
い
。
秀
次
の
切
腹
の
場
面
を
描
い
た
後
に
、
さ
ら
に
秀
次

の
悪
行
を
三
点
付
加
す
る
。
一
点
は
正
親
町
上
皇
の
死
去
（
文
禄

二
年
正
月
）
直
後
に
鹿
狩
り
を
し
た
こ
と
、
二
点
は
比
叡
山
に
女

た
ち
を
連
れ
て
上
り
鹿
狩
り
を
行
な
い
、
雨
で
一
日
逗
留
し
た
後
、

諸
道
具
を
す
べ
て
谷
底
に
投
げ
捨
て
さ
せ
た
こ
と
、
三
点
は
北
野

へ
出
か
け
た
折
、
盲
人
の
手
を
引
い
た
直
後
、
そ
の
手
を
切
断
し

て
な
ぶ
り
殺
し
に
し
た
と
あ
る
。

　

こ
れ
ら
三
点
は
『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
も
採
用
す
る
と
こ
ろ
で
、

一
次
史
料
の
類
と
も
み
な
せ
る
『
言
経
卿
記
』
に
も
上
皇
死
去
の

喪
中
の
狩
り
、
比
叡
山
の
狩
り
（
女
連
れ
と
か
の
内
容
の
記
述
は

な
い
）
に
は
対
応
の
記
事
が
あ
る
。
太
田
牛
一
の
『
信
長
公
記
』

に
は
、
父
の
葬
儀
の
場
で
の
信
長
の
異
常
な
振
る
舞
い
の
記
述
、

有
名
な
信
長
の
比
叡
山
の
焼
き
打
ち
の
記
事
、
ま
た
火
起
請
に
失

敗
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
認
め
な
い
左
介
を
信
長
が
誅
戮
し
た
こ
と

や
、
無
辺
と
称
す
る
僧
侶
崩
れ
を
信
長
が
誅
し
た
と
あ
る
こ
と
な

ど
が
あ
り
、
信
長
を
含
め
た
戦
国
の
気
風
か
ら
す
れ
ば
秀
次
の
悪

行
は
さ
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。

　

そ
れ
を
事
々
し
く
秀
次
が
関
白
と
し
て
権
力
を
握
れ
ば
日
本
国
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が
暗
夜
に
な
る
と
断
じ
て
、
秀
次
と
そ
の
家
臣
や
周
辺
の
悪
行
を

書
き
付
け
た
太
田
牛
一
と
、「
こ
の
謀
叛
の
事
、
虚
と
も
実
と
も

終つ
ひ

に
知
れ
ず
し
て
、
方
々
に
お
ゐ
て
自
害
あ
り
し
人
々
一
人
も
白

状
に
及
び
、
某

そ
れ
が
しは

存
ぜ
ず
、
彼
は
存
知
た
る
と
い
う
人
も
な
く
、

濡
れ
衣
を
着
て
旅
に
赴
き
ぬ
る
事
、
宿
業
の
ほ
ど
浅
ま
し
と
観
念

し
終
り
に
け
り
。
哀
れ
な
る
事
ど
も
な
り
」
と
す
る
小
瀬
甫
庵
と

に
、
秀
次
と
家
臣
た
ち
を
め
ぐ
る
評
価
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

牛
一
は
木
村
常
陸
介
に
強
欲
と
い
う
悪
行
を
与
え
て
、
そ
の
死
に

際
し
て
蓄
え
た
金
銀
を
没
収
さ
れ
た
と
い
う
因
果
応
報
譚
さ
え
付

し
、
甫
庵
は
「
木
村
常
陸
介
は
摂
州
五
ケ
庄
大
門
寺
に
お
ゐ
て
切

腹
せ
し
が
、
日
頃
召
し
使
ひ
し
者
ど
も
に
刀
、
脇
差
、
そ
の
外
金

銀
な
ど
遣
は
し
け
り
」
と
し
、
殉
死
覚
悟
の
家
臣
を
殉
死
な
ど
し

た
ら
草
葉
の
陰
ま
で
恨
む
ぞ
と
い
い
、
殉
死
し
な
い
と
の
誓
詞
を

出
さ
せ
、
住
持
に
は
金
子
五
枚
を
渡
し
、
庭
に
畳
を
敷
か
せ
て
屏

風
で
囲
ん
で
そ
の
中
で
静
か
に
切
腹
し
た
と
す
る
。

　

秀
次
と
木
村
常
陸
介
の
関
係
に
し
て
も
、
牛
一
が
「
関
白
殿
ゑ
、

口
の
道
よ
り
取
り
入
り
」
な
ど
、
秀
次
と
の
関
係
を
の
み
強
調
す

る
。
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
常
陸
介
を
「
大
閤
の
譜
代
の
御
家
人

也
」
と
は
す
る
が
、
こ
れ
は
「
譜
代
の
御
家
人
で
あ
り
な
が
ら
悪

行
人
で
あ
っ
た
」
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
一
次
史
料
で
見
た
よ
う

に
常
陸
介
は
秀
吉
の
命
を
受
け
て
活
躍
す
る
人
物
で
、
秀
次
と
の

関
係
だ
け
を
強
調
す
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
る
。
甫
庵
は
、
常
陸

介
は
将
軍
（
秀
吉
）
取
り
立
て
の
重
臣
で
あ
っ
た
が
、
石
田
三
成

に
地
位
を
奪
わ
れ
、
秀
次
へ
の
奉
仕
に
熱
中
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な

り
、
三
成
と
増
田
長
盛
か
ら
密
偵
を
付
さ
れ
日
々
の
行
動
を
監
視

さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
常
陸
介
は
気
付
か
ず
に
秀
次
に
仕

え
て
い
た
と
す
る
。
こ
の
点
で
も
『（
牛
一
）
大
か
う
さ
ま
』
と

『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
の
彼
へ
の
評
価
に
は
大
差
が
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

牛
一
と
甫
庵
の
木
村
常
陸
介
像
の
ど
ち
ら
か
が
正
解
、
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
戦
国
末
期
の
状
況
を
生
き
た
武
士
た
ち
に
は
、

金
銀
財
宝
へ
の
執
着
も
あ
り
、
同
時
に
従
容
と
死
に
つ
く
覚
悟
も

あ
っ
た
。
ま
た
、
仕
え
る
主
君
の
選
択
に
も
、
周
辺
の
人
物
た
ち

と
の
相
互
関
係
で
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
に
難

く
な
い
。
こ
う
し
た
大
き
な
善
悪
の
振
幅
を
抱
え
た
戦
国
の
状
況

を
踏
ま
え
れ
ば
、
牛
一
も
甫
庵
も
そ
れ
ぞ
れ
に
木
村
常
陸
介
の
実

像
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
も
し
、
牛
一
の
『
大
か
う
さ
ま
』

の
み
が
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
木
村
常
陸
介
は
ず
い
ぶ
ん
と
歪
ん

だ
姿
で
人
々
の
記
憶
に
残
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

秀
頼
へ
「
天
下
」
を
譲
り
た
い
と
い
う
執
着
が
も
た
ら
し
た
秀
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吉
の
「
殺
生
関
白
秀
次
処
分
」
は
、
そ
れ
に
対
す
る
人
々
の
漠
然

と
し
た
同
情
を
生
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
同
情
の
上
に
、
強

欲
（
そ
れ
は
生
命
へ
の
執
着
で
も
あ
る
）
で
も
あ
り
、
同
時
に
生

命
へ
の
執
着
を
放
棄
し
て
も
い
る
木
村
常
陸
介
の
姿
は
、
人
々
に

共
感
さ
れ
る
存
在
と
な
り
え
た
。
加
え
て
、
や
が
て
豊
臣
家
自
体

を
滅
亡
さ
せ
た
石
田
三
成
の
陰
謀
に
気
づ
く
こ
と
な
く
、
滅
ん
で

い
っ
た
と
す
る
『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
の
木
村
常
陸
介
の
姿
は
、

同
情
を
寄
せ
う
る
伝
説
的
人
物
と
し
て
、
人
々
に
記
憶
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

木
村
常
陸
介
の
息
子
に
は
、
や
が
て
木
村
長
門
守
重
成
と
い
う

人
物
が
配
さ
れ
る
。
重
成
は
夏
の
陣
で
戦
死
す
る
実
在
の
人
物
で

あ
る
が
、
木
村
常
陸
介
と
は
無
関
係
の
存
在
で
あ
る
。
重
成
に
は
、

冬
の
陣
へ
の
徳
川
家
康
の
講
和
の
血
判
誓
詞
を
受
け
取
る
使
者
と

な
り
、
立
派
に
務
め
を
果
た
し
た
と
い
う
史
実
に
は
な
い
物
語
が

付
さ
れ
、
凛
々
し
い
若
武
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
た
。
高
橋

圭
一
に
よ
れ
ば
、
血
判
受
け
取
り
の
物
語
は
、
承
応
四
年
（
一
六

五
五
）
に
小
早
川
能
久
が
記
し
た
『
翁
物
語
』
が
早
い
時
期
の
も

の
と
い
う
。
高
橋
は
、
同
書
を
も
と
に
し
て
『
難
波
戦
記
』
は
、

重
成
の
使
者
の
物
語
を
や
や
脚
色
し
て
つ
く
っ
た
と
し
、
そ
こ
で

は
い
ま
だ
重
成
は
主
役
に
は
な
り
え
て
い
な
い
が
、
同
書
に
は

「
起た

ち

居い

振ふ
る

舞ま
い

、
頬つ

ら

魂
だ
ま
し
い

眼ま
な
こ

指ざ
し

、
天あ

っ

晴ぱ
れ

器き

量り
ょ
う

骨こ
つ

柄が
ら

、
天
性
無
双
の

勇
者
」
と
後
の
重
成
の
美
男
子
像
の
原
型
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
す

る
。
ま
た
高
橋
に
よ
れ
ば
、
重
成
の
父
を
木
村
常
陸
介
重
茲
と
す

る
の
は
、『
元
和
花
老
軍
記
』
と
『
浪
速
軍
記
全
解
』
の
二
作
か

ら
と
さ
れ
る
（
両
書
と
も
に
成
立
年
代
は
調
査
で
き
て
い
な
い
。

た
だ
、『
難
波
軍
記
全
解
』
と
い
う
書
名
は
日
本
古
典
籍
総
合
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
に
あ
り
、
こ
れ
が
『
浪
速
軍
記
全
解
』
と
同
一
の
も

の
と
す
れ
ば
、享
保
一
一
年
一
七
二
六
年
の
成
立
の
よ
う
で
あ
る
）。

　

ま
た
、
木
村
常
陸
介
の
娘
に
は
、「
雪
の
前
」
と
い
う
架
空
の

人
物
が
創
造
さ
れ
た
。
彼
女
に
恋
こ
が
れ
て
死
ぬ
「
う
ら
み
の
す

け
（
恨
の
介
）」
の
恋
物
語
を
描
い
た
、「
う
ら
み
の
す
け
」
と
い

う
仮
名
草
子
が
あ
り
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
ま
で
に
は
成
立

し
て
い
る
。
日
本
文
学
の
方
面
で
は
、
こ
の
物
語
に
関
す
る
研
究

は
数
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
の
「
雪
の
前
」
の
紹

介
部
分
に
は
、
関
白
秀
次
は
石
田
三
成
に
讒
言
さ
れ
て
自
害
し
た

こ
と
、
秀
次
の
妻
妾
た
ち
が
車
に
乗
せ
ら
れ
京
を
引
き
廻
さ
れ
、

三
条
河
原
で
秀
次
の
死
骸
と
対
面
さ
せ
ら
れ
て
も
、
喜
び
な
が
ら

死
ん
で
い
っ
た
場
面
な
ど
も
あ
る
。

　

木
村
常
陸
介
自
身
も
、
真
田
増
誉
『
明
良
洪
範
』（
元
禄
こ
ろ

一
七
〇
〇
年
こ
ろ
成
立
か
）
続
編
巻
一
五
に
は
、
秀
吉
を
殺
そ
う

と
伏
見
城
に
忍
び
入
っ
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
う
物
語
が
付

さ
れ
る
。
こ
れ
が
『
絵
本
太
閤
記
』（
寛
政
九
年
一
七
九
七
～
享



─ 50 ─

和
二
年
一
八
〇
二
成
立
）
に
な
る
と
、
常
陸
介
は
「
忍
術
に
妙
を

得
た
り
」
と
な
り
、
大
盗
賊
に
し
て
忍
術
に
長
じ
た
石
川
五
右
衛

門
と
の
堅
い
結
び
つ
き
が
語
ら
れ
る
に
い
た
る
。

　

『（
甫
庵
）
太
閤
記
』
が
大
流
行
し
て
い
な
け
れ
ば
、
果
た
し

て
木
村
常
陸
介
は
、
新
た
な
息
子
や
娘
の
物
語
を
与
え
ら
れ
、
こ

の
よ
う
に
伝
説
を
ま
と
う
人
物
に
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
〔
引
用
文
献
〕

＊
長
井
政
太
郎
「
出
羽
国
検
地
帳
の
研
究
」（『
政
治
経
済
史
学
』
一
五

巻
二
号
・
一
九
四
八
年
五
月
）

＊
桑
田
忠
親
『
太
閤
記
の
研
究
』（
一
九
六
五
年
一
二
月
・
徳
間
書
店
）

＊
斯
道
文
庫
編
『
大
か
う
さ
ま
く
ん
き
の
う
ち
』（
一
九
七
五
年
二
月
・

汲
古
書
院
）・
大
沼
晴
暉
「
同
翻
字
編
・
解
題
」

＊
檜
谷
昭
彦
・
江
本
裕
校
注
『
太
閤
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
六

〇
・
一
九
九
六
年
三
月
・
岩
波
書
店
）

＊
本
学
ア
ジ
ア
学
科
編
『
秀
吉
伝
説
序
説
と
「
天
正
軍
記
」』（
二
〇
一

二
年
四
月
）

＊
高
橋
圭
一
「
実
録
の
中
の
木
村
重
成
」（『
大
阪
大
谷
国
文
』
三
八
号
・

二
〇
〇
八
年
三
月
）

＊
高
橋
圭
一
『
大
坂
城
の
男
た
ち
』（
二
〇
一
一
年
二
月
・
岩
波
書
店
）

の
「
序
章　

筋
を
通
す
文
学
」・「
第
二
章　

大
坂
城
中
の
花　

木
村

重
成
」

〔
参
考
文
献
〕

＊
服
藤
早
苗
『
古
代
・
中
世
の
芸
能
と
買
売
春
』（
二
〇
一
二
年
九
月
・

明
石
書
店
）

＊
井
上
善
博
「「
越
中
江
先
勢
遣
覚
」
に
つ
い
て
」（
学
習
院
『
学
習
院

史
料
館
紀
要
』
一
二
号
・
二
〇
〇
三
年
三
月
）

＊
小
和
田
哲
男
『
秀
吉
の
天
下
統
一
戦
争
』（
戦
争
の
日
本
史
一
五
・
二

〇
〇
六
年
一
〇
月
・
吉
川
弘
文
館
）

＊
福
井
県
『
福
井
県
史
』
通
史
編
三
・
近
世
一
（
一
九
九
四
年
一
一
月
・

同
県
） 

＊
福
井
県
『
福
井
県
史
』
資
料
編
三
・
中
・
近
世
一
（
一
九
八
二
年
三

月
・
同
県
）（『
福
井
県
史
』
通
史
編
、『
同
』
資
料
編
の
古
文
書
に
つ

い
て
は
、
ウ
ェ
ブ
で
の
公
開
が
あ
り
、
大
変
に
参
考
に
な
っ
た
。
他

の
県
史
類
に
も
か
か
る
公
開
が
望
ま
れ
る
）。

＊
藤
田
恒
春
『
豊
臣
秀
次
の
研
究
』（
二
〇
〇
三
年
七
月
・
文
献
出
版
）

＊
高
橋
圭
一
・
山
本
卓
編
『
近
世
実
録
翻
刻
集
』（
二
〇
〇
八
年
二
月
・

同
刊
行
会
）

＊
松
岡
歩
「『
恨
の
介
』
に
お
け
る
恋
愛
譚
の
位
相
」（
山
口
大
学
『
山

口
国
文
』
三
〇
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）

＊
前
田
金
五
郎
・
森
田
武
校
注
『
仮
名
草
子
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系

九
〇
・
一
九
六
五
年
五
月
・
岩
波
書
店
）

＊
野
田
寿
雄
校
注
『
假
名
草
子
』
上
（
日
本
古
典
全
書
・
一
九
六
〇
年

三
月
・
朝
日
新
聞
社
）

＊
吉
丸
雄
哉
「
近
世
に
お
け
る
「
忍
者
」
の
成
立
と
系
譜
」（
仏
教
大
学

『
京
都
語
文
』
一
九
号
・
二
〇
一
二
年
一
一
月
）
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〔
付
記
〕

　
　

武
田
先
生
が
定
年
を
待
つ
こ
と
な
く
、
自
発
的
に
退
職
さ
れ
る
こ

と
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
先
生
に
は
、

筆
者
に
は
過
分
の
「
退
休
記
念
論
集
」
を
編
ん
で
い
た
だ
い
た
の
み

な
ら
ず
、
本
学
に
お
見
え
に
な
っ
た
年
以
来
、
公
私
と
も
に
さ
ん
ざ

ん
お
世
話
に
な
っ
た
。『
退
休
記
念
論
集
（
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
版
）』
で

は
な
い
方
の
、
ソ
フ
ト
カ
バ
ー
の
『
ア
ジ
ア
の
都
市
と
農
村
』
の
拙

稿
「
都
市
上
海
と
日
本
人
」
に
、
上
海
調
査
の
一
端
に
先
生
の
姿
を

記
し
た
よ
う
に
、
調
査
旅
行
で
は
上
海
を
は
じ
め
中
国
に
限
ら
ず
、

日
本
や
東
南
ア
ジ
ア
の
調
査
に
も
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　

先
生
は
奇
矯
な
私
の
言
行
を
、「
中
国
的
理
性
」
で
そ
れ
と
な
く
正

し
て
く
だ
さ
る
、
私
ど
も
の
年
代
に
は
稀
少
な
「
中
国
的
大
人
」
で

あ
る
。
た
だ
、
お
会
い
す
る
た
び
に
「
散
歩
で
も
し
て
少
し
は
体
力

を
維
持
さ
れ
な
い
と
」
と
口
が
酸
っ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
御
意
見
を
申
し

上
げ
た
の
だ
が
、「
い
や
ぁ
、
衰
え
る
に
任
せ
る
に
限
り
ま
す
」
と
お

聞
き
い
れ
で
は
な
か
っ
た
。
定
年
を
待
た
ず
に
退
休
さ
れ
る
一
因
は
、

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
「
東
洋
的
自
然
観
」
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
自
然
」
に
対
し
全
力
で
抗
い
な
が
ら
、
結
局
は
「
自
然
」
に
従
わ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
も
、「
東
洋
的
自
然
観
」
に
則
し
た
生
き
方
だ

と
思
う
の
で
あ
る
が
。

　
　

先
生
は
北
海
道
の
ご
出
身
の
こ
と
も
あ
り
、
基
礎
体
力
は
お
持
ち

な
の
で
、
と
も
か
く
、
い
ま
少
し
「
体
力
維
持
」
に
も
ご
配
慮
い
た

だ
き
、
ま
た
中
国
や
日
本
の
調
査
旅
行
を
御
一
緒
に
お
願
い
し
た
い
。

取
り
柄
の
な
い
拙
論
で
は
あ
る
が
、
小
牧
山
城
や
清
須
城
な
ど
に
『
秀

吉
伝
説
序
説
と
「
天
正
軍
記
」』
関
連
の
調
査
旅
行
で
ご
一
緒
し
た
こ

と
、
同
書
所
収
の
先
生
の
「
小
瀬
甫
庵
『
太
閤
記
』
の
『
理
』
と

『
天
』」
の
原
型
と
な
っ
た
お
話
し
な
ど
を
う
か
が
っ
た
こ
と
を
懐
か

し
く
思
い
返
し
な
が
ら
、
本
稿
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、
そ
し
て
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。


